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新旧対照表 電力売買約款（高圧）【内税方式】 

 

変更前 変更後 

附 則 附 則 

第 2条 燃料費調整費 

(2)燃料費調整額の算定 

第 2条 燃料費調整費 

(2) 燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃

料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価

額の値に基づき、次の算式によって算定され

た値といたします。 

また、平均燃料価格は、100円単位とし、100

円未満の端数は、10 の位で四捨五入いたし

ます。 

 平均燃料価格 ＝ Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

 Ａ ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1

キロリットル当たりの平均原油価格 

 Ｂ ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1

トン当たりの平均液化天然ガス価格 

 Ｃ ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1

トン当たりの平均石炭価格 

 α ＝ 0.0259 

 β ＝ 0.2563 

 γ ＝ 0.8915 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1キ

ロリットル当たりの平均原油価格、1トン当

たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン

当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、

その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入い

たします。 

イ 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃

料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価

額の値に基づき、次の算式によって算定され

た値といたします。 

また、平均燃料価格は、100円単位とし、100

円未満の端数は、10 の位で四捨五入いたし

ます。 

 平均燃料価格 ＝ Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

 Ａ ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1

キロリットル当たりの平均原油価格 

 Ｂ ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1

トン当たりの平均液化天然ガス価格 

 Ｃ ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1

トン当たりの平均石炭価格 

 α ＝ 0.0202 

 β ＝ 0.2699 

 γ ＝ 0.8714 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1キ

ロリットル当たりの平均原油価格、1トン当

たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン

当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、

その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入い

たします。 

ロ 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算

式によって算定された値といたします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、

その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入い

たします。なお、基準単価はホに定められた

値とします。 

ロ 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算

式によって算定された値といたします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、

その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入い

たします。なお、基準単価はホに定められた

値とします。 

（イ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が

83,500円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝ （83,500 円 － 平均

燃料価格） × 基準単価 ／ 1,000 

（イ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が

39,300円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝ （39,300 円 － 平均燃料

価格） × 基準単価 ／ 1,000 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が

83,500円を上回る場合 

燃料費調整単価 ＝ （平均燃料価格 － 

83,500円） × 基準単価 ／ 1,000 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が

39,300円を上回る場合 

燃料費調整単価 ＝ （平均燃料価格 － 

39,300円） × 基準単価 ／ 1,000 

ハ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格

ハ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格
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変更前 変更後 

によって算定された燃料費調整単価は、そ

の平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に

適用いたします。 

なお、各平均燃料価格算定期間に対応する

燃料費調整単価適用期間は、(5)のとおり

といたします。 

 

によって算定された燃料費調整単価は、そ

の平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に

適用いたします。 

なお、各平均燃料価格算定期間に対応する

燃料費調整単価適用期間は、次のとおりと

いたします。 

平均燃料価格算定

期間 

燃料費調整単価適用

期間 

毎年 1月 1日から 3

月末日 

その年の 5月の検針

日から 6月の検針日

の前日までの期間 

毎年 2月 1日から 4

月末日 

その年の 6月の検針

日から 7月の検針日

の前日までの期間 

毎年 3月 1日から 5

月末日 

その年の 7月の検針

日から 8月の検針日

の前日までの期間 

毎年 4月 1日から 6

月末日 

その年の 8月の検針

日から 9月の検針日

の前日までの期間 

毎年 5月 1日から 7

月末日 

その年の 9月の検針

日から 10月の検針日

の前日までの期間 

毎年 6月 1日から 8

月末日 

その年の 10月の検針

日から 11月の検針日

の前日までの期間 

毎年 7月 1日から 9

月末日 

その年の 11月の検針

日から 12月の検針日

の前日までの期間 

毎年 8月 1日から

10月末日 

その年の 12月の検針

日から翌年 1月の検

針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1日から

11月末日 

翌年 1月の検針日か

ら 2月の検針日の前

日までの期間 

毎年 10月 1日から

12月末日 

翌年 2月の検針日か

ら 3月の検針日の前

日までの期間 

毎年 11月 1日から

翌年 1月末日 

翌年 3月の検針日か

ら 4月の検針日の前

日までの期間 

毎年 12月 1日から

翌年 2月末日 

翌年 4月の検針日か

ら 5月の検針日の前

日までの期間 
 

ホ 基準単価 ホ 基準単価 
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変更前 変更後 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動し

た場合の値とし、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 19銭 0厘 

  

基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動し

た場合の値とし、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 18銭 3厘 

  

  

（ロ）市場価格調整単価  

市場価格調整単価は、各契約種別ごとに次の

算式によって算定された値といたします。な

お、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、

その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入い

たします。  

ａ 1 キロワット時当たりの平均市場価格が

21円 39銭を下回る場合  

市場価格調整単価 ＝ （21円 39銭－平均市

場価格） × ロの市場基準単価  

ｂ 1 キロワット時当たりの平均市場価格が

21円 39銭を上回る場合  

市場価格調整単価 ＝ （平均市場価格－21 円

39銭） × ロの市場基準単価 

（ロ）市場価格調整単価  

市場価格調整単価は、各契約種別ごとに次の

算式によって算定された値といたします。な

お、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、

その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入い

たします。  

ａ 1 キロワット時当たりの平均市場価格が

11円 51銭を下回る場合  

市場価格調整単価 ＝ （11円 51銭－平均市

場価格） × ロの市場基準単価  

ｂ 1 キロワット時当たりの平均市場価格が

11円 51銭を上回る場合  

市場価格調整単価 ＝ （平均市場価格－11円

51銭） × ロの市場基準単価 

（ハ）市場価格調整単価の適用  

各平均市場価格算定期間の平均市場価格に

よって算定された市場価格調整単価は、その

平均市場価格算定期間に対応する市場価格

調整単価適用期間に使用される電気に適用

いたします。  

なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場

価格調整単価適用期間は、(5)のとおりといた

します。 

（ハ）市場価格調整単価の適用  

各平均市場価格算定期間の平均市場価格に

よって算定された市場価格調整単価は、その

平均市場価格算定期間に対応する市場価格

調整単価適用期間に使用される電気に適用

いたします。  

なお、各平均市場価格算定期間に対応する市

場価格調整単価適用期間は、次のとおりとい

たします。 

a 検針日が毎月初日の場合 

平均市場価格算定

期間 

市場価格調整単価適

用期間 

毎年 1月 21日から

2月 20日 

その年の 2月の検針

日から 3月の検針日

の前日までの期間 

毎年 2月 21日から

3月 20日 

その年の 3月の検針

日から 4月の検針日

の前日までの期間 

毎年 3月 21日から

4月 20日 

その年の 4月の検針

日から 5月の検針日

の前日までの期間 

毎年 4月 21日から

5月 20日 

その年の 5月の検針

日から 6月の検針日

の前日までの期間 

毎年 5月 21日から

6月 20日 

その年の 6月の検針

日から 7月の検針日

の前日までの期間 

毎年 6月 21日から その年の 7月の検針
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変更前 変更後 

7月 20日 日から 8月の検針日

の前日までの期間 

毎年 7月 21日から

8月 20日 

その年の 8月の検針

日から 9月の検針日

の前日までの期間 

毎年 8月 21日から

9月 20日 

その年の 9月の検針

日から 10月の検針日

の前日までの期間 

毎年 9月 21日から

10月 20日 

その年の 10月の検針

日から 11月の検針日

の前日までの期間 

毎年 10月 21日か

ら 11月 20日 

その年の 11月の検針

日から 12月の検針日

の前日までの期間 

毎年 11月 21日か

ら 12月 20日 

その年の 12月の検針

日から翌年 1月の検

針日の前日までの期

間 

毎年 12月 21日か

ら翌年 1月 20日 

翌年 1月の検針日か

ら 2月の検針日の前

日までの期間 

b 検針日が毎月初日以外の場合 

平均市場価格算定

期間 

市場価格調整単価適

用期間 

毎年 1月 21日から

2月 20日 

その年の 3月の検針

日から 4月の検針日

の前日までの期間 

毎年 2月 21日から

3月 20日 

その年の 4月の検針

日から 5月の検針日

の前日までの期間 

毎年 3月 21日から

4月 20日 

その年の 5月の検針

日から 6月の検針日

の前日までの期間 

毎年 4月 21日から

5月 20日 

その年の 6月の検針

日から 7月の検針日

の前日までの期間 

毎年 5月 21日から

6月 20日 

その年の 7月の検針

日から 8月の検針日

の前日までの期間 

毎年 6月 21日から

7月 20日 

その年の 8月の検針

日から 9月の検針日

の前日までの期間 

毎年 7月 21日から

8月 20日 

その年の 9月の検針

日から 10月の検針日

の前日までの期間 

毎年 8月 21日から

9月 20日 

その年の 10月の検針

日から 11月の検針日
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変更前 変更後 

の前日までの期間 

毎年 9月 21日から

10月 20日 

その年の 11月の検針

日から 12月の検針日

の前日までの期間 

毎年 10月 21日か

ら 11月 20日 

その年の 12月の検針

日から翌年 1月の検

針日の前日までの期

間 

毎年 11月 21日か

ら 12月 20日 

翌年 1月の検針日か

ら 2月の検針日の前

日までの期間 

毎年 12月 21日か

ら翌年 1月 20日 

翌年 2月の検針日か

ら 3月の検針日の前

日までの期間 
 

ロ 市場基準単価  

市場基準単価は、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 14銭 6厘 

  

ロ 市場基準単価  

市場基準単価は、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 12銭 9厘 

  

（ハ）離島ユニバーサルサービス調整単価の適

用  

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃

料価格によって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整単価は、その離島平均燃料価

格算定期間に対応する離島ユニバーサルサ

ービス調整単価に使用される電気に適用い

たします。  

なお、適用期間は、(5)のとおりといたします。 

（ハ）離島ユニバーサルサービス調整単価の適

用  

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃

料価格によって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整単価は、その離島平均燃料価

格算定期間に対応する離島ユニバーサルサ

ービス調整単価に使用される電気に適用い

たします。  

なお、適用期間は、次のとおりといたします。 

離島平均燃料価格

算定期間 

離島ユニバーサルサ

ービス調整単価適用

期間 

毎年 1月 1日から 3

月末日 

その年の 5月の検針

日から 6月の検針日

の前日までの期間 

毎年 2月 1日から 4

月末日 

その年の 6月の検針

日から 7月の検針日

の前日までの期間 

毎年 3月 1日から 5

月末日 

その年の 7月の検針

日から 8月の検針日

の前日までの期間 

毎年 4月 1日から 6

月末日 

その年の 8月の検針

日から 9月の検針日

の前日までの期間 

毎年 5月 1日から 7

月末日 

その年の 9月の検針

日から 10月の検針日

の前日までの期間 

毎年 6月 1日から 8

月末日 

その年の 10月の検針

日から 11月の検針日
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変更前 変更後 

の前日までの期間 

毎年 7月 1日から 9

月末日 

その年の 11月の検針

日から 12月の検針日

の前日までの期間 

毎年 8月 1日から

10月末日 

その年の 12月の検針

日から翌年 1月の検

針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1日から

11月末日 

翌年 1月の検針日か

ら 2月の検針日の前

日までの期間 

毎年 10月 1日から

12月末日 

翌年 2月の検針日か

ら 3月の検針日の前

日までの期間 

毎年 11月 1日から

翌年 1月末日 

翌年 3月の検針日か

ら 4月の検針日の前

日までの期間 

毎年 12月 1日から

翌年 2月末日 

翌年 4月の検針日か

ら 5月の検針日の前

日までの期間 
 

(6) 燃料費等調整額の通知 

当該月の電力量料金の算定にあたり適用し

た燃料費等調整額は、請求書に記載することで

通知いたします。 

(5)燃料費等調整額の通知 

当該月の電力量料金の算定にあたり適用し

た燃料費等調整額は、請求書に記載することで

通知いたします。 

 


